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集音器 1よ対象外

補韓轟購入アフターヶ
ア誕明書の提出を条件

集音器は対象外

桑音器および表障、修理、
メンテナンスなど1よ対象外

8′3/2020

9/1/2020

集音器は対象外

■人一回、上限 35000門 上限

助成上限銀25000日 ,一人一台―

国のみ、

上限2万円。助成は1回限り、修
理経費、付臨品見毒入は含まず

現物更絡2,000円

※生活保護または中国残留郭人等支援
給付を受fケている方は、自己負担が生
じません。

購入費用を1台―口眼り、限震鎮2万円
まで、構塩岳本体および付島品

本体および付屋品の購入費用として
2島000円 を上限

2万3千円を上眼として、1人 1回に限り
補聴器購入費用を動歳

,備 聴器 本体1台分 の購 入費用人につき2

万円以内

補聴器購入受の9審ilを 助成った
だし、50,00o円 を限度

現物支給 :■人一ロー台限り現物女拾
購入椅助 :ヨoooO用 上限支給

1人一回、上限2万円

1人一回、上限2万阿 故障

失、メンテナンスは対象外

紛

3S000円 上限。未満額の場合は

購入金銀

住民破非繰税または生保受給む、中聰
博霞を支援総付輩。霞師診断谷られた
方、聴力40～ 709じ未呂 (両耳)

尚且つ淳鼻Htta僚子Ⅲ医が補聴器の使用が
望ましいと判断した中等度推聴着

弁縦保険経所得段階が1か ら3耳ユ料の医師
から本子彙の轟率 を調たす証明を費 l子たか
た (中程度錐駐嶽 酵〉

碩たは宝君保褻登総考、中爾絲囃子支
援給付費給者

耳舟蟻喉鶏壼の診断結果 (承見善,を
得られる方  (面この説カレベル4C.o6

霞節の診断 (300円 )を受け、医師が

補聴器の必要性を盟める方

耳鼻
'B'長

手1医師により、補聴岳の必要
性をとBめる意見春等を得ることができ
ること。

描驚路の必要雄を斑める饉節の意見、聡カ
レベルが■0サ

~シ
ベル以上である方、扶秦積

鴻者審の所得が、千代田区障害を福祉手当
の所得基準の建圏内であること

所得制限 扶養親族 3人 以上の場合一人に

つき38万 R加算 。人237万芝千円、ユ入30S

万2千 府、3人 34B万 2ooOR

医師が補聴器の必要性 を認める方

医師が補聴器の必璽強を露める方 (要医師

置朗書.領収を

'

罫鼻18喉料医師が特聴器の必要横を認める

方

耳鼻
'日

喉科藍師が祐聴器の必要捜を隠める
方 本人の前年所得が26′万2辛 阿 (扶養0
)、 31S万 2キ自 (扶養 ,〕 一人増毎38
万円畑算

非看果税

本人非課税

住民税非際駐世書

住民税非潔哉 (個人)

本人が住民税非課税

あ り

あ り

本人が住民税非課税

住民税非課税世帯

住民税非課税世苓

あ り

65歳 以上

65歳以上

70歳以上

65歳以上

65歳以上

65歳以上

講6S歳以上

年齢制限な

し

65歳以上

浦65歳以上

満65歳以上

務70歳 以上

6S歳 以上

義 藤 ミ盗 は,い

全難曜翻歪による

高齢者糖聴器購入費用助成

調査中

補聴器の支給

蕩齢者の補基穣購入費用助戚率集

高齢者補聴器騰入費用助成

奇齢者補聴器購入黄助成

補聴器購入費の動成

高齢者4裕韓器の現物支給及
び購入費助成

補聴器購入資金の一部助成

補聴器購入査費動成

高齢若補聴器購入受助成

高齢者補聴器購入費用助成

東京都

。東京轟足立区

・東京都板橋区

`東京都渋谷区

東京都新宿区

・東京都豊島区

・東宗都練馬区

・東京都文京区

・東京都利島村

東東都千代闘区

・東京都江東区

東京都江戸川区

東京都葛飾区

・東京都大田区

・東京都中央区

東京都

1人一回、上限2万円 故障・紛
方

・東京都墨囲盛 費助成 民税非課税世帯
医師が補電器の必要捜を認める

、メンテナンスは対象外
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と注意事I興 I

l.購入後の申請は助成対象外です。

2.「医師による確認書」の証明を受けた日から6か月以内に申請書を提出してください。

3,医療費控除を検討される場合には、「補聴器適合に関する診療情報提供書Jが必要とな

りますので、受診時に補聴器相談医にご相談ください。

4.助成金の交付から5年を経過するまで、再度の申請はできません。

5.補聴器購入後に別途発生した修理費やメンテナンス費用は助成の対象外です。

6.他自治体から港区へ転入してきた等の理由で、港区で住民税が確
~認

できない場合は、他

自治体で発行した非課税証明書を提出していただく必要があります。

畿勤蔵の  内撤
■|

Ⅷ
絨

0   '

ヤ

鞠離醒i rilを推―二
港区では、加齢に伴う難聴を改善するため、補聴器購入費の助成を

行つています。専門の相談医や補聴器技能者とともに、補聴器の購入

前の相談からアフターケアまで、補聴器を安心してご利用いただけ

るよう支援します。

家族や大切な仲間との楽しい会話、習い事や地域活動への参力B、 音楽

や映画の鑑賞など、補聴器使用による聞こえの改善で、高齢者の方の

快適な日常生活や社会参お8を支援します。

9999‐倒 謝 観 団 9。ジリ。う９ヽ

■補聴器をつけたら「
F目弓こえのトレーエング」が大切です と

使い始めは「不快」が当たり前。

「難聴」とは、「脳」1こ伝わる音の刺激が弱くなつてしまつた状態です。補聴器の役割は、入つ

てきた音を増幅させて、聞き取
')に

必要な音の刺激を脳に送ることです。しかし、かければす

ぐに見えるようになるメガネと違い、補聴器はつければすぐに聞こえるようになるわけで十ま

ありません。第駐聴の脳は音の刺激が少ないことに慣れてしまつているため、補鞭器で聞き取

りに必要な音量の音が伝わると、「うるさい!」「余計な音だ!」 と感じてしまうのです。そこで

大切なのが、間き取ケリに必要な音量でも聞き続けられる脳に変化させるためのトレーエング

です。家族や友人などと会話したり、日常生活を制限せずに、積極的に外出や趣味などを楽

しんで、さまざまな音を意欲的に聞くことを心がければ、音を認識する能力もアップします。

■補聴器ライフlよ定期的な『聴力検査」と補聴器の「番手入れ」が重要

補噸器のトレーエングは3ヶ月程度が一般的ですが、トレーニングの効果を維持するために

は、定期的に聞こえの状態を確認することが大切です。自分では調子がいいと思つていても、

医師の定期検査は必ず受けるようにしましよう。また、補噸器は、精密機器のため、鰭入後の

メンテナンスが大切です。貝首入した販売店へ行き、定期的な点検と聞こえの検査を行いま

しょう。

※当コラムは、一般社団法人 日本耳鼻8因 0侯科顕頸部外科学会ホームページ

(httpプ /www.jiblka.or.jp/owned/hwey)か ら転載しています。 ⌒
ガ
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●総合支所または高齢者相談センターの窓□に相談のうえ、申請書等を取得する

《お渡しする書類》:①申請書 (三枚複写)

②協力医療機関一覧および補聴器販売店一覧

③返信用封筒 (申請書送付用)

| ■ |■|||■!:|■ !:■|||

Ⅲ申請書を持つて、協力医療機関で、医師の診断を受ける

!補聴器が必要と認められた場合には、「医師による確認蓄」(申請書下段 )

に証明をもらう

対象警 (以下の①～①の要件すべてを満たす方)

①港区に住所がある60歳以上の人

② 区が指定する医療機関 (補聴器相談医在籍)の医師が補聴器装用を必要と認めた人

③聴覚障害による身体障害者手帳を持つていない人

鋪象機器 管理医療機器としての補聴器本体 (片耳1台分)とその付属品

※付属品は電池 (最小単位)、 充電器およびイヤモールドに限ります。

読逮額 補聴器購入額 (上限 137,000円 )

ただし、住民税課税の人は補聴器購入額の 1/2(上限68,500円 )赫器・　れ一一】一一一　　一ガ́

|● ||  |.||―  ri・
=il!||| .■

補聴器販売店検索
システム

■認定補ヨ恵器技能者が在籍する補聴器販売店∞で相談、補聴器の調整や

試聴を行い、購入する補聴器の見積書を作成してもらう
/助威対象となる販売店 1よ (公財)テクノエイド協会の補聴器販売店検索システムに掲薫屹されて

いる認定補聴器技能者が在籍する1占舗に限ります。なお、港区外の販売店も対象となります。

輯
脇ぱ

鰤砧m中
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●購入することが決まつたら、港区高齢者支援課在宅支援係まで下記を郵送する

《提出物》:①申講書 (「医師による確認書」の欄に証明のあるもの)

②見積書 (写し可)

■高齢者支援課で提出された書類を確認し、助成決定通気l書・助成金請求書をお送り

します /

|二 |工:ユP/

〆

■助成決定通知が癌いた後に、見積書を取得した販売店へ行き補聴器を購入する

《持ち物》:①助成金交付決定通知書

②助威金請求書 (下欄の「請求及び受領委任状」を記入し、補聴器

販売店へ提出)

◎自己負担金 (補聴器購入費から助成額を差し引いた額)

※原則、助成金は区から販売店へ支払われます。

争―与

申請から助成までの流れ

補聴器相談医とは、一般社団法人日本耳鼻BttC侯科頭頸部外科学会が認定した医師です。

聞こえが不自由に感じるようになつた人に対し診断・治療を行い、補聴器が必要かを診断す

るとともに、補聴器購入後も認定補聴器技能者と連携し、経過観察と適切な使い方の指導を

します。

港区の助成制度では、補聴器相談医の受診を要件としています。

※申請窓□で「協力医療機関一覧」を配付しています。

「補臨器相談医Jの受診ポイント1

「認定補聴器技能書」が在籍する店舗での購入

認定補聴器技能者は、補聴器に関する正しい矢[l識と技能を持つた、「補聴器のエキスパート」

です。

補聴器の使用目的、使用環境、希望価格等について相談に応じ、補聴器の調整や効果の確認、

使用指導を行います。

補聴器相談医の受診同様、港区の制度では、「認定補聴器技能者」が在籍する店舗での購入

を要件としています。

※店舗は、公益財団法人テfア ノエイド協会の補聴器販売店検索システム (左頁QRコード参照)で確認

するか、区にお問い合わせください。

★補聴器の使用目的をしつかり伝えましょう

どんな時に聞こえにくく、日常生活でどのような不自由を感じているのか、補聴器をどのよ

うに使用したいのかを伝えましょう。認定補聴器技能者の適切な助言に繋がります。

★購入前に補電器の貸し出しを受け、試聴しましょう

購入予定の補聴器販売店で、補聴器の試聴をし、調整を受けてください。装用初期に必要な

トレーエングのイメージをつかみましょう。

☆一人で決めずに家族や友人等に相談しましょう

補聴器は高額なものです。予算を伝え、一人では決めずにご家族などとよく相談して購入し

ましよう。

補聴器販売店での相談ポイント3

乱 「l
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1適切な体養を確保するための活動時間管理の徹底

※本方針は、公立の中学校と高校・特別支援学校を対象。ただし、公立小学校も本方針に準ずる。

今後の地域移行を視野に入れながら、学校部活動の位置付けや運営について

果断な見直しを行う。

(主な内容 )

り生徒が

(主な内容 )

多様化する生徒の活動エーズに応えるため、活動日を減じるなどして、部活動

以外の様々な活動にも参加できるよう対策を講じる。

(主な内容)

Bシーズン朗の導入や、活動時間a口数の見直しにより多様な志向へ対応

奪瑚議譜殿鞘瑠蹂盈桝こおいては令和8年度経目劇と、休日に
部活動指導を価 教員をゼ甲:こ

田県教育委員会は、地城移行後の「地巌クラブ活動ガイドラインJを作成
田県教育委員会は、兼職兼業に係る許可条件や基準等にういて、別途要項を策定

部活動数の精選B適正化を進め、複数顧間制により交代で指導する原則を徹底

D休基目を遭切に設定

日の

スに限

休日(土・日

2適切な運営のための体制整備

3生徒の多様なニーズを踏まえた活動環境の整備

週計

11時間
12時間   !
6時間

4時間

の上隠

休 日

3時間

原則!ヽ 実施 しない

平 日

2時間

■5時間

高 校

特別支援学校

中学校

4学校の働き方改革を踏まえた運営体制の構築
週計

2日 以上

原則、2日 以上

原則、3日 以上

休 日(■・日〕

1

原則、平日,休 日各1日 ur

原貝ll、 卒日1日 、休日2日

平 ロ

中学校

特別支援学校

る。体

毎角め活動汗首iヨ旧え、

は、他の日に休養日を振替え

見直し
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部活動運営方針改訂 (主な変更点)

平日 :2時間を上限
1.5時間を上限 (特別支援)

休日 :中 3時間上限

高4時間鯉

※練習察碁f裂委窪毒舎劫峰間の上限を超えて活動した場合、休日の場

※衰培琴渥増華講乳、る週や、平日イこ,大会疹ミカロにより1日 の上限を超えた

場合でも週の上限の範囲内となるよう調整

O休養日

中 :週 2日 (平 日1、 体日1)

高 :原則週 2日 (平 日1、 休 日1)

隻嵩猛烈呉臭昼挙妥二亀尚解た1希望生徒がいる場合には
週 1日 でも可

※大会 で土 日両 日活動 → 日

い

天套琶所であ丁看罰場所が狭降で確保難
とい だ ×

― ムペー

る こ

制
の し

る イこ

指導体制の例を明記
よ を徹底

つ ヤヽて ン ラ ン

など改善
・教員が役員業務に従事する場合の兼職兼業及び服務管理について別途

整理す

現 行

O
平日 :2時間程度

特別支援 記載なし

休日 :中 3時間程度
高4時間程度
特別支援 記載なし

O休養日

中 :週 2日 (平 日1、 休日1)

高 :週 1日

特 :記載なし
・休養日を他の日に振り替える

原則軍月の楢動 は行わない

参加する大会を精査

し

し

V｀

日の

の

の

効 見直し

の し

問制の推進等

~次
会運営・役員業務の整理等

科 の活動

082202742
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